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平成 27 年 11 月 26 日 
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関 

 
利益相反管理方針 新旧対照表 

 
※変更箇所：下線部 

新 旧 備考 

５．利益相反管理方針 ５．利益相反管理方針  
（１）リファレンス・バンクおよびリファレンス・バン

クで全銀協TIBORに関連する業務に従事する役職員 
運営機関は、業務規程第21条第３項第４号にもとづき、

リファレンス・バンクによるレート呈示の健全性を担保

するため、行動規範を制定し、リファレンス・バンクに

社内態勢の整備を求め、運営機関がその遵守状況の確認

を行う。 
（以下略） 

（１）リファレンス・バンクおよびリファレンス・バン

クで全銀協TIBORに関連する業務に従事する役職員 
運営機関は、業務規程第21条第３項第３号にもとづき、

リファレンス・バンクによるレート呈示の健全性を担保

するため、行動規範を制定し、リファレンス・バンクに

社内態勢の整備を求め、運営機関がその遵守状況の確認

を行う。 
（以下略） 

 
 
・条文ずれの修正 

（２）運営機関の役職員 
（前略） 
 また、運営機関は、業務規程第21条第３項第11号およ

び第32条にもとづき、その役職員の報酬体系について、

全銀協TIBORの水準に連動させない等、全銀協TIBORの

不正操作の誘発を回避するために、リスク管理やコンプ

ライアンス面に十分配慮した適切な設計・運用を確保す

るものとする。 
（中略） 

（２）運営機関の役職員 
（前略） 
 また、運営機関は、業務規程第32条にもとづき、その

役職員の報酬体系について、全銀協TIBORの水準に連動

させない等、全銀協TIBORの不正操作の誘発を回避する

ために、リスク管理やコンプライアンス面に十分配慮し

た適切な設計・運用を確保するものとする。 
 
（中略） 

 
 
・業務規程第 21
条第３項第 11
号の新設に伴う

修正 
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新 旧 備考 

① 業務規程第21条第３項第８号および第30条第１項に

もとづき、リファレンス・バンクを含む金融機関そ

の他の第三者との間で、正当な理由なく個別リファ

レンス・バンクのレート呈示内容を含む全銀協

TIBORの集計・算出・公表に関する非公表情報の情

報交換をすること 
② 業務規程第21条第３項第９号および第30条第２項に

もとづき、業務に関して知り得た情報を利用して、

自己または第三者の利益を図ること 

① リファレンス・バンクから経済的利益を得ること 
 
 
 
 
 
② リファレンス・バンクを含む金融機関その他の第三

者との間で、正当な理由なく個別リファレンス・バ

ンクのレート呈示内容を含む全銀協TIBORの集計・

算出・公表に関する非公表情報の情報交換をするこ

と 

・現行の②を①に

移動したうえで

根拠条文を追加 
 
 
 
・現行の①を②に

移動したうえで

規定趣旨の明確

化 

（３）全銀協TIBOR監視委員会の委員 
 運営機関は、業務規程第８条第３項および第21条第３

項第２号にもとづき、全銀協TIBOR監視委員会の委員の

選任に当たり、金融機関に所属する者を委員に選任しな

い。また、監視委員会の委員は就任に当たり、様式２に

定める「利益相反に関する誓約書」を運営機関に提出し、

運営機関は当該誓約書を公表する。 
 また、運営機関は、業務規程第21条第３項第11号およ

び第32条にもとづき、監視委員会の委員の報酬について、

全銀協TIBORの水準に連動させない等、全銀協TIBORの

不正操作の誘発を回避するために、リスク管理やコンプ

ライアンス面に十分配慮した適切な設計・運用を確保す

るものとする。 

（３）全銀協TIBOR監視委員会の委員 
 運営機関は、業務規程第８条第３項にもとづき、全銀

協TIBOR監視委員会の委員の選任に当たり、金融機関に

所属する者を委員に選任しない。また、監視委員会の委

員は就任に当たり、様式２に定める「利益相反に関する

誓約書」を運営機関に提出し、運営機関は当該誓約書を

公表する。 
 また、運営機関は、業務規程第32条にもとづき、監視

委員会の委員の報酬について、全銀協TIBORの水準に連

動させない等、全銀協TIBORの不正操作の誘発を回避す

るために、リスク管理やコンプライアンス面に十分配慮

した適切な設計・運用を確保するものとする。 
 

 
・業務規程第 21
条第３項第２号

の新設に伴う修

正 
 
 
・業務規程第 21
条第３項第 1 号

の新設に伴う修

正 
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新 旧 備考 

全銀協TIBOR監視委員会の委員は、次に掲げる場合に

は、その旨を運営機関に申し出るとともに、委員会にお

ける決議事項について当該利害関係のあるときは当該議

決に加わらない。 
○リファレンス・バンクの依頼を受けて全銀協TIBOR

に関連する業務を受託する場合 
また、監視委員会の委員は、業務規程第21条第３項第

９号および第30条第２項に定めるところにより、業務に

関して知り得た情報を利用して、自己または第三者の利

益を図ってはならない。 

全銀協TIBOR監視委員会の委員は、次に掲げる場合に

は、その旨を運営機関に申し出るとともに、委員会にお

ける決議事項について当該利害関係のあるときは当該議

決に加わらない。 
○リファレンス・バンクの依頼を受けて全銀協TIBOR

に関連する業務を受託する場合 
 

 
 
 
 
 
 
・業務規程第 21
条第３項第９号

の新設に伴う追

加 
（４）運営機関から全銀協TIBORの算出等の事務の委託

を受けた事務代行会社および事務代行会社で当該業務に

従事する役職員 
運営機関は、業務規程第21条第３項第５号にもとづき、

「全銀協TIBORの算出・公表業務の委託に関する指針」

に従い、事務代行会社への委託事務の内容を集計・算出・

公表に係る単純事務に限定するなど、適切な事務態勢が

構築されるよう配慮する。 

（４）運営機関から全銀協TIBORの算出等の事務の委託

を受けた事務代行会社および事務代行会社で当該業務に

従事する役職員 
運営機関は、業務規程第21条第３項第４号にもとづき、

「全銀協TIBORの算出・公表業務の委託に関する指針」

に従い、事務代行会社への委託事務の内容を集計・算出・

公表に係る単純事務に限定するなど、適切な事務態勢が

構築されるよう配慮する。 

 
 
 
・条文ずれの修正 

６．利益相反管理状況のモニタリング等 
 監視委員会は、本方針の対象者における利益相反関係

の管理状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて是

正に向けた勧告を行う。 
 また、運営機関は、業務規程第21条第３項第３号にも

とづき、全銀協TIBORの定義見直し等に当たり、監視委

６．利益相反管理状況のモニタリング等 
 監視委員会は、本方針の対象者における利益相反関係

の管理状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて是

正に向けた勧告を行う。 
 また、運営機関は、業務規程第21条第３項第２号にも

とづき、全銀協TIBORの定義見直し等に当たり、監視委

 
 
 
 
・条文ずれの修正 
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新 旧 備考 

員会の確認を受ける。 員会の確認を受ける。 
７．利益相反事項の公表 
 運営機関は、業務規程第21条第３項第６号にもとづき、

全銀協TIBORの利用者に開示すべきと考えられる個々の

利益相反事項がある場合には、監視委員会において、そ

の開示の要否を検討し、開示の必要があると判断された

場合には、理事会の決定により公表する。 

７．利益相反事項の公表 
 運営機関は、業務規程第21条第３項第５号にもとづき、

全銀協TIBORの利用者に開示すべきと考えられる個々の

利益相反事項がある場合には、監視委員会において、そ

の開示の要否を検討し、開示の必要があると判断された

場合には、理事会の決定により公表する。 

 
・条文ずれの修正 

８．情報管理 
 運営機関は、業務規程第21条第３項第７号にもとづき、

利益相反に関する情報の取扱いに厳正を期し、事案に応

じた情報管理を徹底するため、執務室を他の関係する団

体から物理的に隔離された状態とし、当該執務室への入

室を管理するなど、適切な情報管理措置を講じるものと

する。 
また、運営機関は、業務規程第21条第３項第７号にも

とづき、関係当事者に対し、利益相反を適時適切に管理

するための十分な方策を講じること、特に利益相反のリ

スクを生じさせる活動に従事する者の間における情報交

換を適切に管理する手続の策定を考慮することについ

て、適切な働きかけを行うものとする。 

８．情報管理 
 運営機関は、業務規程第21条第３項第６号にもとづき、

利益相反に関する情報の取扱いに厳正を期し、事案に応

じた情報管理を徹底するため、執務室を他の関係する団

体から物理的に隔離された状態とし、当該執務室への入

室を管理するなど、適切な情報管理措置を講じるものと

する。 
また、運営機関は、業務規程第21条第３項第６号にも

とづき、関係当事者に対し、利益相反を適時適切に管理

するための十分な方策を講じること、特に利益相反のリ

スクを生じさせる活動に従事する者の間における情報交

換を適切に管理する手続の策定を考慮することについ

て、適切な働きかけを行うものとする。 

 
・条文ずれの修正 
 
 
 
 
 
・条文ずれの修正 

９．内部告発態勢の整備 
 運営機関は、業務規程第21条第３項第10号および第25
条第１項にもとづき、コンプライアンス室において、全

銀協TIBORに関する不正操作や不正行為の早期発見のた

９．内部告発態勢の整備 
 運営機関は、業務規程第25条第１項にもとづき、コン

プライアンス室において、全銀協TIBORに関する不正操

作や不正行為の早期発見のため、運営機関の職員、事務

 
・業務規程第 21
条第３項第 10
号の新設に伴う
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新 旧 備考 

め、運営機関の職員、事務委託先およびその職員、リフ

ァレンス・バンクの職員等からの通報・相談を受け付け

るヘルプライン窓口を設置する。なお、同窓口としては、

内部通報窓口のほか、独立した外部機関への通報窓口を

設置する。 

委託先およびその職員、リファレンス・バンクの職員等

からの通報・相談を受け付けるヘルプライン窓口を設置

する。なお、同窓口としては、内部通報窓口のほか、独

立した外部機関への通報窓口を設置する。 

修正 

 

以  上 


